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TAX UPDATE 

国税庁 ― 新型コロナウイルス感染症に関する FAQ の更新 

国税庁は 10 月 23 日、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱いを

Q&A 形式で網羅的に解説する以下の FAQ を更新しました。 

 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの

当面の税務上の取扱いに関する FAQ 

この FAQ は 3 月 25 日に公表されて以来、たびたび更新されていますが、今回の更

新では「5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」の「所得税

に関する取扱い」に、GO TO キャンペーン事業における給付金等の課税関係を解説

する「問 9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」

が追加されるとともに、以下の 7 つの設問とその回答が新たに追加されました。 

（各種所得の区分と計算） 

問 11.  日本から出国できない場合の取扱い 

（日本の居住者が国内の住所地において外国法人の業務に在宅勤務する場合に、

外国法人から支払われる給与の課税関係） 

問 11-2. 海外の関連企業から受け入れる従業員を海外で業務に従事させる場合の

取扱い 

（海外親会社の従業員を内国法人の業務に海外で従事させる場合に、内国法人が

支払う給与に係る源泉徴収義務の有無） 

問 11-3. 一時出国していた従業員を日本に帰国させない場合の取扱い 

（日本の居住者が一時出国し、その派遣期間終了後も当分の間引き続き海外で内

国法人の業務に従事する場合に、内国法人が支払う給与に係る源泉徴収義務の有

無） 

問 11-4. 海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の取扱い 

（海外に 1 年以上出向させていた従業員を日本に一時帰国させ、日本で外国法人の

業務に従事させる場合に、内国法人が支払う留守宅手当に係る源泉徴収及び従業

員の確定申告の義務の有無等） 

問 11.から問 11-4.では、それぞれのケースについて、居住者・非居住者の該当性、国

内源泉所得の考え方、源泉徴収義務の有無及び租税条約の適用等について、条文

番号を交えながら考え方を整理しています。  
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（所得控除） 

問 12. マスク購入費用の医療費控除の適用について 

問 12-2. PCR 検査費用の医療費控除の適用について 

問 12-3. オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について 
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